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議案第７０号 

令和５年度 唐津市一般会計補正予算（第３号） 

令和５年度唐津市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額 74,259,685 千円に歳入歳出それぞれ 690,818 千円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 74,950,503 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。 

令和５年６月１日 提出 

唐津市長 峰  達 郎

- 1 -



第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補   正   額 計

千円 千円 千円

 15 国庫支出金 10,735,717 455,438 11,191,155

  1 国庫負担金 8,163,304 192,082 8,355,386

  2 国庫補助金 2,513,393 263,356 2,776,749

 16 県支出金 6,252,181 116,719 6,368,900

  2 県補助金 2,780,642 116,719 2,897,361

 19 繰入金 5,967,467 39,593 6,007,060

  1 基金繰入金 5,967,467 39,593 6,007,060

 21 諸収入 1,338,344 18,468 1,356,812

  4 受託事業収入 375,865 △15,428 360,437

  6 雑入 427,464 33,896 461,360

 22 市債 6,732,672 60,600 6,793,272

  1 市債 6,732,672 60,600 6,793,272

歳 入 合 計 74,259,685 690,818 74,950,503
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歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補   正   額 計

千円 千円 千円

  2 総務費 12,345,861 59,794 12,405,655

  1 総務管理費 4,922,280 30,498 4,952,778

  6 地域振興費 834,033 29,296 863,329

  3 民生費 22,171,108 80,000 22,251,108

  1 社会福祉費 9,454,580 2,500 9,457,080

  2 児童福祉費 10,215,698 73,431 10,289,129

  3 生活保護費 2,500,830 4,069 2,504,899

  4 衛生費 7,242,601 308,863 7,551,464

  1 保健衛生費 4,518,126 308,863 4,826,989

 6 農林水産業費 3,691,531 139,781 3,831,312

  1 農業費 2,001,395 129,953 2,131,348

  3 林業費 420,188 9,828 430,016

  8 土木費 5,220,065 4,676 5,224,741

  4 港湾費 31,844 4,676 36,520

  9 消防費 2,307,761 62,908 2,370,669

  1 消防費 2,307,761 62,908 2,370,669

 10 教育費 10,208,634 34,796 10,243,430

  4 社会教育費 1,383,631 1,000 1,384,631
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一般会計



款 項 補 正 前 の 額 補   正   額 計

千円 千円 千円

  5 保健体育費 4,692,695 33,796 4,726,491

歳 出 合 計 74,259,685 690,818 74,950,503
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第２表 　 債 務 負 担 行 為 補 正

追  加
(単位　千円)

厳木放課後児童クラブ専用施設賃借料
令和6年度から

 令和10年度まで
69,564

事 項 期 間 限 度 額

相知宿通り賑わいづくり支援事業費
令和6年度から
令和7年度まで

130,942

一般会計
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限 度 額 起 債 の 方 法 利 率

児 童 福 祉 施 設 整 備 費 72,300
普 通 貸 借 又 は
証 券 発 行

 4.0％以内（ただし、利率見直し方
 式で借り入れる資金について、利
 率の見直しを行った後において
 は、当該見直し後の利率）

農 業 農 村 整 備 費 42,100 同　　　上 同　　　　上

消 防 施 設 整 備 費 214,400 同　　　上 同　　　　上

計 6,732,672

第３表　　地 方 債 補 正

変　更

起 債 の 目 的
補　　　　　　　　　　　正　　　　　　　　
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　　　前

償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

 政府資金についてはその融資条件によ
 り、銀行その他の場合にはその債権者
 との協定による。ただし、市財政の都合
 により償還期限を短縮し、又は繰上償
 還もしくは低利に借換えることができる。

76,700 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

同　　　　上 65,000 同　　上 同　　上 同　　上

同　　　　上 247,700 同　　上 同　　上 同　　上

6,793,272

（単位　千円）

補　　　　　　　正　　　　　　　後

一般会計
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議案第７１号 

 

令和５年度 唐津市観光施設特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度唐津市の観光施設特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額 216,340 千円に歳入歳出それぞれ 20,000 千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 236,340 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 

  令和５年６月１日 提出 

 

唐津市長 峰  達 郎     
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第１表　　歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳　入

款 項 補 正 前 の 額 補   正   額 計

千円 千円 千円

  3 繰入金 72,045 2,042 74,087

  1 基金繰入金 72,044 2,042 74,086

  5 諸収入 2 2,858 2,860

  3 委託事業収入 0 2,858 2,858

  6 市債 135,000 15,100 150,100

  1 市債 135,000 15,100 150,100

歳         入         合         計 216,340 20,000 236,340
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歳　出

款 項 補 正 前 の 額 補   正   額 計

千円 千円 千円

  1 観光施設費 211,097 18,000 229,097

  1 観光施設費 211,097 18,000 229,097

  3 予備費 5,000 2,000 7,000

  1 予備費 5,000 2,000 7,000

歳         出         合         計 216,340 20,000 236,340
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限 度 額 起 債 の 方 法 利 率

観 光 施 設 整 備 費 135,000
普 通 貸 借 又 は
証 券 発 行

 4.0％以内（ただし、利率見直し方
 式で借り入れる資金について、利
 率の見直しを行った後において
 は、当該見直し後の利率）

計 135,000

第２表　　地 方 債 補 正

変　更

起 債 の 目 的
補　　　　　　　　　　　正　　　　　　　　
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　　　前

償 還 の 方 法 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

 政府資金についてはその融資条件によ
 り、銀行その他の場合にはその債権者
 との協定による。ただし、市財政の都合
 により償還期限を短縮し、又は繰上償
 還もしくは低利に借換えることができる。

150,100 補正前に同じ 補正前に同じ 補正前に同じ

150,100

（単位　千円）

補　　　　　　　正　　　　　　　後

観光施設特別会計
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